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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
嘉
手
納
爆
音
訴
訟
の
損
害
賠
償
金
の
分
担
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
事
件
」
（
以
下
「
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
事
件
（
一
か
ら
三
次
）
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
二
月
二
十
四
日
、
那
覇
地
方
裁
判
所
沖
縄
支
部
に
お
い
て
、
国
に
損
害
賠
償
金
と
し

て
総
額
八
億
七
百
四
十
五
万
七
百
円
の
支
払
を
命
ず
る
旨
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
防
衛
施
設
庁
に
お
い
て
、
飛
行
差
止
め
、
騒
音
規
制
及
び
将
来
分
の
損
害
賠
償
の
各
請
求
に
つ

い
て
、
国
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
が
、
過
去
分
の
損
害
賠
償
請
求
の
一
部
が
認
容
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
裁
判
所
の
理
解
が
得
ら
れ
ず
残
念
で
あ
る
旨
の
談
話
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
」
（
以
下
「
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
（
一
か
ら

三
次
）
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
年
五
月
二
十
二
日
、
福
岡
高
等
裁
判
所
那
覇
支
部
に
お
い
て
、
国
に
損
害
賠

償
金
と
し
て
総
額
十
三
億
七
千
三
百
二
十
五
万
四
千
円
の
支
払
を
命
ず
る
旨
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
防
衛
施
設
庁
に
お
い
て
、
判
決
の
内
容
は
、
過
去
分
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
原
告
ら
の
請
求

の
一
部
を
認
容
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
の
主
張
が
認
め
ら
れ
ず
残
念
で
あ
る
旨
の
談
話
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
事
件
（
一
か
ら
三
次
）
及
び
嘉
手
納
基
地
騒
音
差
止
等
請
求
控
訴
事
件
（
一

か
ら
三
次
）
の
判
決
に
起
因
し
て
国
が
原
告
ら
に
対
し
て
支
払
っ
た
損
害
賠
償
金
以
外
の
金
額
を
問
う
も
の
と
解
さ
れ
る
と

こ
ろ
、
国
は
、
原
告
ら
に
対
し
遅
延
損
害
金
と
し
て
、
平
成
六
年
二
月
二
十
四
日
に
仮
執
行
額
一
億
四
千
五
百
九
十
一
万
七

千
八
百
四
十
六
円
を
、
平
成
十
年
六
月
二
十
五
日
に
二
千
二
百
五
十
六
万
六
千
四
百
六
円
を
そ
れ
ぞ
れ
支
払
っ
て
お
り
、
そ

の
総
額
は
、
右
仮
執
行
額
と
し
て
支
払
っ
た
額
の
う
ち
平
成
十
年
七
月
二
日
に
原
告
ら
の
一
部
か
ら
返
納
さ
れ
た
八
十
七
万

九
千
七
百
九
十
五
円
を
差
し
引
い
て
、
一
億
六
千
七
百
六
十
万
四
千
四
百
五
十
七
円
と
な
る
。

ま
た
、
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
費
用
額
確
定
手
続
の
申
立
て
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
及
び
原
告
ら
の

い
ず
れ
の
側
か
ら
も
支
払
っ
て
い
な
い
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
軍
隊
の
航
空
機
に
よ
る
騒
音
に
係
る
訴
訟
に
関
す
る
損
害
賠
償
金
等

二



の
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
）
に
基
づ
く
分
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、

我
が
国
の
立
場
と
合
衆
国
側
の
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
合
衆
国
政
府
と
の
間
で
協
議
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
合
衆
国
政
府
と
の
協
議
は
な
お
妥
結
を
見
て
い
な
い
。
な
お
、
個
別
の
訴
訟
へ
の
対
応
に
関
す
る
協
議
の
内
容
を
含

め
、
合
衆
国
政
府
と
の
具
体
的
な
協
議
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
と
合
衆
国
政
府
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三


